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令和６年度末退職者に係る退職手当の事務処理について（通知） 

 

 令和６年度末退職者に係る退職手当支給手続について、通知します。 

 当該事務処理に当たっては、退職手申立要領によるほか、本通知のとおり取り扱ってく

ださい。 

 なお、退職手当申立書の記載方法や退職者本人が留意すべき事項については、添付のチ

ェックリスト等を退職予定者に配付して周知するとともに、記載事項に誤りや記入漏れが

ないか十分精査した上で提出してください。 
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